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（（１１））計計画画のの推推進進方方針針                                                                    

これまでの緑のまちづくりの多くは、行政が主体となって、公園緑地の整備、公共施設

の緑化、法律や制度による森林・農地の保全、緑の維持管理活動などが行われてきました。 

しかし、少子高齢化の進行や市民ニーズの多様化、厳しい財政状況などの社会経済情勢

の変化を踏まえると、これからの緑のまちづくりを進めるためには、市民、ボランティ

ア・市民活動団体、事業者、行政などの主体がそれぞれの役割を認識し、共通の目標に向

かって、互いに連携する「協働」の取組が不可欠となります。 

本計画では、緑のまちづくりに向けた「種まきから芽生え」の期間との位置づけのもと、

長い年月を要する、各主体の「協働」による取組の礎を築き、基本理念である“みんなで

育み、守る 都市にやさしく、人に身近な『ふるさとの緑』”の実現を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■  協協働働にによよるる計計画画推推進進のの概概念念図図  ■■  
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５５－－１１  計計画画のの推推進進方方針針とと各各主主体体のの役役割割  

事 業 者 

行  政 

市民、ボランティア 

・市民活動団体 

守 る 創 る 

 

育てる 

みみんんななでで育育みみ、、守守るる  

都都市市ににややささししくく、、人人にに身身近近なな  

『『ふふるるささととのの緑緑』』  
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（（２２））各各主主体体のの役役割割                                                                      

  計画の推進方針における、各主体の役割を以下に示します。 

 

 

 ○市民、ボランティア・市民活動団体の役割  ○事業者の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○行政の役割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■  各各主主体体のの役役割割  ■■  

 

 

 

 

 

 

庭やベランダなどの緑化に努める

ほか、緑に関する講習会などへの参

加を通じて、身近な緑などに対する

理解・知識を深めるとともに、地域

の緑化・維持管理活動にも積極的に

関わっていきます。 

など 

建物の屋上や壁面の緑化、敷地境

界の生垣化、駐車場の緑化などを積

極的に進めます。また、従業員など

の意識啓発や、地域の緑化活動への

参画を通じて、緑のまちづくりに貢

献していきます。 

など 

公園や広場、街路樹など、公共空間の緑化などを

推進します。また、緑に関する情報を市民などに広

く提供し、活動に対する支援・助言を行います。さ

らに、計画推進のための制度・体制などの充実を図

っていきます。 

など 
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（（１１））計計画画のの推推進進体体制制づづくくりり                                                              

本計画を円滑に、また効果的に推進するため、行政内部の組織体制として、本計画の策

定のために設置した「豊川市緑の基本計画作業部会」の体制をもとに、「豊川市緑の基本計

画推進連絡会（以下「連絡会」といいます。）」を組織します。 

連絡会は、市民・市民活動団体や事業者などの活動支援や相談窓口となります。事務局

は、事業実施における行政内部の連絡・調整を行い、各施策の優先順位や実施主体を明確

にするほか、施策の進捗管理などを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■  推推進進体体制制  ■■  

 

行 政 

豊川市緑の基本計画推進連絡会 

 

事 業 者 
市民、ボランティア

・市民活動団体 

 
事務局：公園緑地課など 

学
識
経
験
者
な
ど 

連絡・調整 進捗管理 

５５－－２２  計計画画のの推推進進体体制制とと進進捗捗管管理理  
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（（２２））進進捗捗管管理理のの手手法法                                                                    

計画の進捗管理は、【Plan（計画の策定）】、【Do（施策の実施）】、【Check（進捗状況の把

握、点検・評価）】、【Action（改善・見直し）】のＰＤＣＡサイクルの評価システムに基づい

て行い、連絡会において、事業の実施状況の報告、効果の点検、施策の見直しなどを随時

行います。 

第５次豊川市総合計画では、本計画と同様に市民満足度に関連する目標・指標が設定さ

れ、２年ごとに実施される市民意識調査の結果を用いて進捗を確認しています。本計画に

おいても、この市民意識調査の結果を参考にしながら、市民満足度に関連する目標・指標

の進捗管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■■  進進捗捗管管理理のの手手順順  ■■  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊川市緑の基本計画推進連絡会 

計画【Plan】 

○緑の基本計画の策定 

（施策の策定） 

実施【Do】 

○施策の実施 

点検・評価【Check】 

○進捗状況・効果の把握、

点検・評価（毎年度） 

改善・見直し【Action】 

○緑の基本計画の見直し 

（施策の見直し） 
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【参考資料：第５次豊川市総合計画（緑のまちづくりの推進）における目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：第５次豊川市総合計画 2006 ► 2015 

 

 

 

◆将来目標 

 

◆目標指標 

■「緑・自然の豊かさ」市民満足度           目標「誰からも愛される緑地」 

本市の「緑・自然の豊かさ」に対する市民の満足の度合いを見る指標です。 

市民意識調査の「緑・自然の豊かさ」に関する満足の程度の問いについて、「満足」「まあ満足」と答え

た人の割合です。 

最終の目標値について、80％としています。 

 

 計画期間前数値 実績値 目標値 

評価時期 平成 17 年 平成 19 年 平成 21 年 平成 23 年 平成 25 年 平成 27 年 
平成 17 年値 平成 19 年値 平成 21 年値 平成 23 年値 平成 25 年値 平成 27 年値評価数値 

75.5％ 76.4％ 75.0％ 77％ 79％ 80％ 

【公園緑地課】 

■「公園の状況」市民満足度              目標「誰からも愛される公園」 

本市の「公園の状況」に対する市民の満足の度合いを見る指標です。 

市民意識調査の「公園の状況」に関する満足の程度の問いについて、「満足」「まあ満足」と答えた人の

割合です。 

最終の目標値について、60％としています。 

 

 計画期間前数値 実績値 目標値 

評価時期 平成 17 年 平成 19 年 平成 21 年 平成 23 年 平成 25 年 平成 27 年 
平成 17 年値 平成 19 年値 平成 21 年値 平成 23 年値 平成 25 年値 平成 27 年値評価数値 

51.3％ 50.8％ 55.1％ 57％ 58％ 60％ 

【公園緑地課】 

■「河川の状況」市民満足度              目標「誰からも愛される河川」 

本市の「河川の状況」に対する市民の満足の度合いを見る指標です。 

市民意識調査の「河川の状況」に関する満足の程度の問いについて、「満足」「まあ満足」と答えた人の

割合です。 

最終の目標値について、52％としています。 

 
 計画期間前数値 実績値 目標値 

評価時期 平成 17 年 平成 19 年 平成 21 年 平成 23 年 平成 25 年 平成 27 年 
平成 17 年値 平成 19 年値 平成 21 年値 平成 23 年値 平成 25 年値 平成 27 年値評価数値 

44.2％ 44.9％ 46.9％ 49％ 51％ 52％ 

【道路維持課】 

緑地、公園、河川が誰からも愛され、市民の憩いの場となっています。 


